
 

 

災害対策特別資金「令和３年７月豪雨災害対策特別資金」実施要綱 
 
 

 この要綱は、島根県中小企業制度融資要綱（昭和 47年島根県告示第 239号）に基づ

き、災害対策特別資金令和３年７月豪雨災害対策特別資金の円滑かつ適正な運用実施を図

るために必要な事項を定めるものとする。 

 

第１ 制度融資の種類 

   緊急融資 

第２ 資金名 

   令和３年７月豪雨災害対策特別資金 

第３ 融資対象者 

令和３年７月６日からの大雨（以下「豪雨」という。）により、被害や影響を受け

ている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれか

に該当するもの 

⑴  直接的な被害を受けたもの 

⑵  間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの 

ア 豪雨に起因して、原則として売上高等（売上高、販売数量、売上総利益率

又は営業利益率をいう。以下同じ。）が前年同時期に比して５％以上減少して

いること。 

イ 豪雨に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して５％以上減少 

することが見込まれること。 

第４ 融資条件 

   融資条件は、下表のとおりとする。 

資金使途 

融資限度 

融資利率 

 

 

 

融資期間 

償還方法 

保証人 

 

担保の要否 

信用保証の要否 

 

 

 

 

設備資金、運転資金 

１億２，０００万円 

責任共有利率  年１．２５％（固定） 

責任共有外利率 年１．１０％（固定） 

ただし、借入当初３年間は利子補給により年０％（固定）とす

る（期限の利益を喪失したものを除く）。 

１２年以内 

３年以内据置き、元金均等月賦 

法人 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による 

個人 原則として不要 

取扱金融機関又は保証協会の決定による 

要 

保証料率 年０．４０％～年１．２０％(各種特例措置適用保 

険を適用する場合は年０．４０％～年０．７１％) 

ただし、借入当初３年間は保証料補給により年０％

とする。 



 

 

申込先 

取扱金融機関 

商工会議所、商工会、中央会、商工会連合会、産業振興財団 

普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、ＪＡしまね、 

ＪＦしまね 

 

 

第５ 取扱期間 

   取扱は、令和３年８月２日から令和４年３月 31日融資実行分までとする。 

 

第６ 被害状況の確認及び被災証明  

⑴ 融資対象者は、島根県中小企業制度融資意見書により商工会議所等による被害状 

況の確認を受けることとする。 

  ⑵ 融資対象者のうち第３の⑴に該当するものは、市町村長の被災証明を受けること

とする。 

⑶ 市町村長が証明する内容は、事業用資産の被害に係るものとする。  

 

第７ 審査運用基準（資金別） 

  ⑴ 本資金において、「直接的な被害を受けたもの」とは、事業に必要な資産であっ

て次に掲げるもの（以下「事業用資産」という。）に、直接的な被害を受けたもの

をいう。 

   ア 建物等 

     店舗、工場、倉庫等の建物及びその付属施設 

   イ 機械設備類 

     機械及び装置、船舶、車輌及び運搬具、工具、器具及び備品等 

   ウ 棚卸資産 

     商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、消耗品で貯蔵中のもの等。ただし、

土木工事等における仕掛（未成）工事は除く。 

  ⑵ 本資金において「間接的な被害」とは、豪雨と因果関係のある被害であって次に

掲げる被害をいう。 

   ア 事業用資産の復旧に要する期間の売上減少 

   イ 取引先業者の被災による売掛債権の固定化 

   ウ 旅館業等における宿泊予約のキャンセルによる売上減少 

   エ 停電・断水を起因とする営業停止による売上減少 

   オ 停電による商品の毀損 

   カ 交通マヒ等を起因とする営業停止による売上減少 

   キ 被害復旧のために要した従業員の増加人件費 

   ク その他、事業活動（生産、仕入、販売、営業等をいう。以下同じ。）の支障 

   ケ アからクまでのほか、商工会議所会頭、商工会会長、島根県中小企業団体中央

会会長、島根県商工会連合会会長又は公益財団法人しまね産業振興財団理事長が

豪雨との因果関係を認めた被害 



 

 

  ⑶ 融資限度額は、本資金の融資残額によるものとする。 

⑷ 設備資金について、その対象は、被害の復旧、事業活動の支障の解消のための施

設・設備の設置であって、次に掲げるものとする。 

 ア 事業用資産のうち建物等の新築、改築又は改装 

 イ 事業用資産のうち機械設備等の新設、更新等 

⑸ 運転資金について、その対象は、次のいずれかに該当するものとする。 

 ア 融資対象者が第３の⑴にあっては、「融資限度額」と「被害額に相当する額」

のいずれか低い方とする。 

 イ 融資対象者が第３の⑵にあっては、「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用

資産以外の被害（機械設備等の修繕費等を含む。）の合計額」又は「月商の概ね

６ヶ月分」のうち最も低い額とする。 

⑹ 本資金による既借入金の借換は、原則として認めない。 

第８ 資金措置 

   融資要綱第５条で定める預託金の利率及び協調倍率は下表のとおりとする。 

預託金の利率 

実質金利（普通銀行） 

    （信用金庫等） 

    （信用組合） 

協調倍率（普通銀行） 

    （信用金庫等） 

    （信用組合） 

年０パーセント 

責任共有１．６０５％ 責任共有外１．３０５％ 

責任共有２．００５％ 責任共有外１．７０５％ 

責任共有２．１０５％ 責任共有外１．８０５％ 

責任共有４．５２倍 責任共有外６．３６倍 

責任共有２．６６倍 責任共有外２．８２倍 

責任共有２．４６倍 責任共有外２．５６倍 

 

第９ その他 

   その他必要な事項は、島根県中小企業制度融資実施要領に定めるところによる。 

 

   附  則 

 この要綱は、令和３年８月２日から施行する。 


